
船舶事故調査報告書 

令和４年７月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年５月１６日 ０８時０５分ごろ 

発生場所 滋賀県大津市苗鹿
の う か

東方沖（琵琶湖南西部） 

 日吉台四等三角点から真方位０９４°１,７５０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０４.９′ 東経１３５°５３.７′） 

事故の概要  プレジャーボート未来
み ら い

は、南西進中、また、プレジャーボートレン

ジャー１５５V S
ブイエス

は、南南東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年５月２４日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート 未来、１.０トン 

   ２３２－３８３０４滋賀、個人所有 

Ｂ プレジャーボート レンジャー１５５VS、０.５トン 

   ２５３－２８６４７滋賀、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船底部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部外板に割損等 

 気象・海象 気象：天気 小雨、風向 北東、風力 １、視界 良好 

水象：波高 約０.１ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り大会（以下「本件大会」と

いう。）のポイントに向かう目的で、約５０km/h の速力（対地速力、

以下同じ。）で南西進中、船長Ａが、右舷船首方に南南東進中のＢ船

を認めた。 

船長Ａは、本件大会に参加しているプレジャーボートの後方に連な

って航行していたので、Ｂ船が停止すると思い、航行を続けていたと

ころ、方位が変わらずに右舷船首方間近となったＢ船を認め、慌てて

左転したものの、Ａ船の右舷船底部とＢ船の左舷船尾部とが衝突し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、約４５km/h の速力で南南東進

中、前路の遠方を見て、前路の近くには航行の支障になる他船はいな

いと思い、正船首方のポイントに向かうことを考え、Ａ船が左舷方か

ら接近していることに気付かず、同じ針路及び速力で航行を続けてい

たところ、Ａ船と衝突した衝撃を感じた。 

分析  Ａ船は、本件大会に参加しているプレジャーボートの後方に連なっ

て南西進中、船長Ａが、右舷方から接近するＢ船が停止すると思い、

  



同じ針路及び速力で航行を続けたことから、Ｂ船と衝突したものと推

定される。 

Ｂ船は、南南東進中、船長Ｂが、前路の遠方を見ていて、前路の近

くには航行の支障になる他船はいないと思い、Ａ船が左舷方から接近

していることに気付かず、同じ針路及び速力で航行を続けたことか

ら、Ａ船と衝突したものと推定される。 

原因  本事故は、Ａ船が南西進中、Ｂ船が南南東進中、船長Ａが、Ｂ船が

停止すると思い、同じ針路及び速力で航行を続け、また、船長Ｂが、

前路の近くには航行の支障になる他船はいないと思い、Ａ船が左舷方

から接近していることに気付かず、同じ針路及び速力で航行を続けた

ため、両船が衝突したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶の船長は、右舷船首方に横切る他船を認めた場合、相手

船が停止してくれると思い込まず、衝突を避けるため、十分に余

裕のある時期に減速、転舵等をためらわずに行うこと。 

 ・小型船舶の船長は、前路に他船がいないと思うことなく、常時、

周囲の見張りを適切に行うこと。 

 


